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（１）  令和 4 年（2022 年）3 月 10 日 

   

▼
先
月
十
五
日
、
反
政
府
武
装
勢
力
タ

リ
バ
ン
が
首
都
カ
ブ
ー
ル
を
制
圧
し
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
情
勢
は
一
気
に
悪
化

し
た
。
二
四
日
に
現
地
に
向
か
っ
た
自

衛
隊
機
は
わ
ず
か
一
人
の
邦
人
し
か
乗

せ
る
こ
と
が
で
き
ず
救
出
作
戦
は
大
失

敗
に
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
経
緯
の
詳
細

が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
唖
然
と
す
る

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
▼
他
の
用
務
で
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
内
に
い
な
か
っ
た
岡

田
隆
大
使
は
、
カ
ブ
ー
ル
陥
落
当
日
に

大
使
館
を
閉
鎖
し
、
二
日
後
に
は
大
使

館
員
十
二
人
を
英
軍
機
に
同
乗
さ
せ
て

退
避
さ
せ
た
。
現
地
で
の
情
勢
把
握
や

救
出
作
戦
に
必
要
な
連
絡
業
務
が
で
き

な
く
な
り
、
民
間
邦
人
や
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の

現
地
ス
タ
ッ
フ
と
そ
の
家
族
ら
約
五
〇

〇
人
に
は
、
カ
ブ
ー
ル
空
港
ま
で
自
力

で
来
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
だ
が
、

大
規
模
な
爆
破
テ
ロ
に
よ
り
、
移
動
を

断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
。 

▼
現
地
の
混
乱
ぶ
り
か
ら
す
れ
ば
、
非

常
に
難
し
い
救
出
作
戦
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
一
時
退
避

し
た
大
使
館
員
が
現
地
に
戻
り
、
関
係

す
る
ア
フ
ガ
ン
人
と
そ
の
家
族
三
九
一

人
を
無
事
に
救
出
し
た
韓
国
と
の
差
は

歴
然
で
あ
る
。
そ
の
後
、
日
本
大
使
館

の
現
地
職
員
か
ら
は
、
カ
ブ
ー
ル
陥
落

の
危
険
を
幹
部
に
進
言
し
た
が
無
視
さ

れ
た
こ
と
や
、
メ
デ
ィ
ア
へ
の
「
口
止

め
」
を
命
じ
ら
れ
た
、
と
い
う
報
道
ま

で
出
て
く
る
始
末
で
あ
る
。
▼
二
〇
年

以
上
前
に
在
外
公
館
に
勤
務
し
て
い
た

折
り
、
わ
が
国
の
外
務
省
が
現
地
職
員

を
軽
視
す
る
姿
勢
に
は
強
い
違
和
感
を

覚
え
た
が
、
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
よ

う
だ
。
現
地
職
員
は
日
本
外
交
に
と
っ

て
重
要
な
人
材
で
あ
る
。「
邦
人
保
護
」

に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
て
も
、
彼
ら
を

見
殺
し
に
す
れ
ば
、
今
後
一
体
誰
が

我
々
と
共
に
働
い
て
く
れ
る
の
か
。
こ

う
し
て
、「
国
益
」
は
確
実
に
害
さ
れ
て

い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
ヒ
ゲ
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ることになります。欧米では NPOなどに対する寄付税制が

充実していて、寄付した額に応じて税金が免除される仕組

みができています。 

要するに、税金を政府に支払うか、一定の限度以内ではあ

りますが、気に入っている NPOや公益法人などに支払う

か、個人で決められることになっています。それを税額控

除方式と呼びますが、日本にはその仕組みがありませんで

した。 

この仕組みは政府に入るべき税金の一部を直接民間の団体

に渡すことになるので、当然財務省などは強く抵抗しまし

たが、最後は超党派の組織を作ることで不完全な形ではあ

りますが、税額控除方式を導入することができました。 

 どこが不完全かと言えば、みなさんが NPOや公益法人に

寄付した場合に、その額だけ税金が減ることになれば完璧

なのですが、寄付した額の 40％（地方税を入れれば

50％）近くまでしか税金の減額が認められなかったことで

す。それでも寄付した額の半額近くが戻ってくることにな

るので、画期的なことではあります。 

また、どんな NPOや公益法人でも税額控除が認められるの

ではありません。3千円以上の寄付者が 100名以上いる状

況が５年間継続されていることが条件なのです。この条件

が満たされているか否かを内閣府はかなり厳格にチェック

しているようです。要は、いかに多くの方に、ご理解、ご

支援をいただいているかが重要ということです。 

そしてこの度めでたく公益財団法人「友愛」はそのチェッ

クに合格したのです。 

  

みなさんはみなさんが政府や自治体に払った税金の使い道

がおかしいと思うことはありませんか。もし、みなさんが

そのように思っておられたら、そしてみなさんが公益的な

活動をしている NPOや公益法人を支援してもいいと思って

おられたら、ぜひ政府や自治体にお支払いになる税金の一

部を、そういう公益法人や NPOに寄付していただきたいと

願います。 

そしてできれば私たちの公益財団法人『友愛』に対してご

寄付をしていただければとてもありがたく存じます。私た

ちはみなさんのご期待に応えるべく、今後ともしっかりと

友愛精神を世界に広めるという公益活動をしてまいりたい

と思います。 

敵基地攻撃論とかロシアのウクライナ侵攻のニュースを毎

日見るたびに今こそ友愛の必要性を強く感じつつ。 

 

公益財団法人『友愛』が税額控除対象法人の認定を受けまし

た。 

私は『友愛』が公益財団法人になれば、寄付金に対して税額

控除を容易に受けることができるようになると思っていまし

たが、話はそう簡単ではなかったようです。内閣府の細かな

指導に従い、税額控除の実現に向けて努力を重ねた羽中田事

務局長を始め、事務局のみなさんに感謝をいたします。 

  

私は常日頃、自由と平等の懸け橋として友愛の重要性を説

き、友愛社会の実現を求めてきました。物ごとの解決を自由

な市場に委ねるマーケット・ソリューションと、平等を旨と

して政府に委ねるガバメント・ソリューションだけではな

く、自由と平等の懸け橋役としての、地域社会に解決を求め

るコミュニティ・ソリューションが重要なのではないかとい

う考え方です。 

とくに、医療、介護、福祉、教育、保育、環境などの分野は

市場原理に任せてはならないが、かと言って、政府に全てを

委ねるべきではなく、コミュニティで解決していくことが望

ましいと思います。 

 そこで民主党政権が成立した後、私は「新しい公共」とい

う概念を世に問いました。かつては「公共」は「官」だけが

担うものではありませんでした。その代表は寺子屋でありま

す。当時としては世界でも最も進んだ民の教育システムでし

た。 

 

しかし、明治以降の近代国家への道を急ぐ中で、「公共」＝

「官」という意識が高まり、政府に権限や財源が集中するこ

とになりました。その意識は現在にも残っており、私たち一

人ひとりは自分中心となり、社会全体に対して役割を果たす

という気概が薄れてしまっています。 

私が提起した「新しい公共」とは、「公共」であっても

「民」ができることは「民」が行うことにより、みんなが居

場所と出番があり、支え合いと活気のある社会を作るための

私たちの協働の場です。ですから、そこでは国民一人ひと

り、市民団体、地域組織、企業などの事業体、政府などがそ

れぞれの役割を持って参加して協働します。とくにその中で

も私が重視したのは NPO、NGOや公益法人などで「公共」的

な事業を行う「民」間の団体でした。 

 彼らの事業は先ほど申し上げた医療、福祉、教育、環境な

どの公益性のある事業なので、必ずしも収益を上げて成り立

つものではなく、したがって、多くは寄付によって支えられ 

   私たち一人ひとりが社会に役割を果たす 

「 新 しい公 共 」の時 代 へ 
公益財団法人友愛は、税額控除対象法人の認定を受けました！ 

  理事長 鳩山由紀夫 

友愛のロゴ 

左のＵと右のＩ
で YOU・I（友
愛）です。全体
は We （私た
ち）の W で
World につな
がります。 
あなたと私、私
たちで、友愛の
世界を目指し
ましょう！ 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

  

 

  

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内とお願い 
――税額控除について―― 

2022 年 3 月 9 日付で、公益財団法人友愛は、「税額控除対象団体」の認定を受けまし

た。（右の写真はその証明書です） 

これもひとえにご理解、ご支援をくださっている皆様方のご協力の賜物と、深く感謝

申し上げます。 

これからも公益財団法人友愛は、「友愛理念の普及啓発」を実践し、世界平和に資する

ことを目的に、活動を続けて参ります。 

皆様方からお寄せいただく寄付（会費）は、活動を続けて行くための重要な資金です。 

「税金の使い道を自分で選べる」新しい公共のあり方として施行された「税額控除」の

制度を活かし、今後ともご支援くださいますよう、改めてお願い申し上げます。 

この制度を活かすためにも、寄付（会費）をお送りいただく際になど、気を付けていた

だきたい点がありますので、紙上でご案内させていただきます。 

なお、詳しくお知りになりたい方は、お気軽に事務局までお問合せください。 

（国・都道府県公式公益法人行政総合サイト「公益法人 information」＜公益法人への寄付＜寄付

税制 /  http://koeki-info.go.jp  に詳しい図表が掲載されています。ご参照ください） 

 

１）税額控除を受けるためには「確定申告」をします。 

２）確定申告には、公益財団法人友愛が発行する領収書が必要です。  

  ＊領収書は、①寄付者のお名前 ②ご住所 ③寄付金額 ④寄付年月日 

   が明記されているものが有効なものとなります。 

３）機関紙『友愛』と一緒に、下図の振込用紙（実寸大）をお送りしますので、こちら 

  をご利用いただき、お振込みください。 

  ＊振込用紙に記入されたお名前・ご住所で領収書を発行します。 

  ＊ご記入の際には、下図の注意書きをご参照ください。 

４）領収書は毎年１回（前年 1月 1日～12月 31日に振り込まれた分）、１月末日まで 

  にお手元に届くよう発行いたします。確定申告の時期まで、保存してご利用くだ 

  さい。    ＊税額控除は、本年３月９日以降のお振込みが対象となります。 

 

（２）  令和 4 年（2022 年）3 月 10 日 友  愛 第 575 号 

編 

集 

後 

記 
 

友
愛
事
務
所
の
近
く
に
、
小

さ
な
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
が
で

き
た
こ
と
を
以
前
お
伝
え

し
ま
し
た
が
、
秋
に
植
え
換

え
ら
れ
た
木
々
に
初
め
て

の
春
が
来
ま
し
た
。
黄
緑
色

の
芽
が
吹
い
て
き
て
い
る

木
、
花
の
蕾
を
つ
け
て
い
る

木
、
芽
が
紅
い
木
と
様
々
で

す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
囲
ま

れ
た
狭
い
土
に
植
え
替
え

ら
れ
た
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
根

付
く
か
心
配
で
し
た
。
秋
か

ら
冬
で
、
葉
の
様
子
も
変
化

な
く
眺
め
て
き
た
木
々
で

す
。
そ
れ
が
春
が
近
づ
い
た

途
端
、
芽
を
吹
き
、
色
を
変

え
元
気
に
活
き
て
い
る
こ

と
を
知
ら
せ
て
く
れ
て
い

る
の
で
す
！ 

ち
ょ
っ
と

感
動
！ 

そ
し
て
安
心
。
黄

緑
の
芽
が
深
緑
に
な
り
、
花

が
咲
い
て
く
る
で
し
ょ
う
。

楽
し
み
で
す
。 

 

（
も
） 

お 知 ら せ 
機関紙『友愛』第 575 号は、税額控除認定特集としてお届けします。 

新型コロナウイルスの影響もあり、OEJAB への派遣も実施できず、

その他の活動も進展させることができない日々が続いています。 

機関紙『友愛』の紙面を飾る活動報告ができませんでしたが、今回

の「税額控除承認団体」の認定は、大きなニュースでした。 

活動の礎となる税額控除（税制優遇）を、是非ご活用ください。 

税額控除（税制優遇）について 

 

☆個人での寄付 

 【控除される税額の計算式】 

 （寄付金額－2,000 円）×40％ 

事例：10,000 円寄付の場合 

（10,000－2,000）×40％＝3,200 円 

※所得税額の 25％を上限とする 

＊この他都道府県・市区町村の条例により、

個人住民税の軽減措置（寄付金控除）が受け

られます。全国一律ではありませんので、お

住まいの地域の条例をご確認ください。 

 

☆法人での寄付 

 【損金算入限度額の計算式】 

 Ａ（所得金額の 6.25％＋資本金等の 

   額の 0.375％）×1/2 

 Ｂ（所得金額の 2.5％＋資本金等の額 

   の 0.25％）×1/4 
※Ａ:公益法人への寄付金の特別損金算入限度

額 Ｂ:一般寄付金の損金算入限度額（Ａの限

度額を超えた分を含む） 

 

事例：資本金１億円 年間所得1,000万

円の法人の場合 

Ａ（1 千万×6.25％＋１億×0.375％）

×1/2=500,000 円 

Ｂ（1 千万×2.5％＋1 億×0.25％）×

1/4=125,000 円 

Ａ+Ｂ=625,000 円 

 

☆相続税 

個人が相続財産を公益法人に贈与（寄

付）した場合、非課税となります。 

相続財産の一部を寄付した場合、相続

財産額から寄付金額を減じた額が課税

対象となります。 
 

個人名➡住民票に記載の住所をご記入ください 

法人名➡法人登記の住所をご記入ください 

https://www.koeki-info.go.jp/
http://koeki-info.go.jp/
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